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１　消費生活センター

（１）　所在地

町田市原町田４丁目９番８号

町田市民フォーラム３階（サウスフロントタワー町田）

電話 ０４２（７２５）８８０５

０４２（７２２）０００１（相談専用）

　 交通案内

◆小田急線『町田駅』

　西口より徒歩８分

◆JR横浜線『町田駅』

　ターミナル口より徒歩３分

◆町田バスセンターより

　徒歩８分

◆町田バスターミナルより

　徒歩３分

開館時間、相談時間、休館日
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展示・情報コーナー
開館時間：午前９時～午後１０時
休館日：毎月第３水曜日、１２月２９日～１月３日

消費生活センター
(事務局)

窓口受付時間：午前８時３０分～午後５時
閉所日：土、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

消費生活センター
(相談室)

窓口受付時間：午前９時～正午
　　　　　　　午後１時～午後４時
閉所日：日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

原町田中央通り

小
田
急
線

町
田
駅

中央図書館

●町田バス

センター

東名高速道路
横浜町田インター方面

ＪＲ横浜線

小田急線

至新宿

至小田原至八王子

至横浜

金森方面

●交番

●交番 町田センタービル

（生涯学習センター・まちだ中央公民館）

●ぽっぽ町田

●郵便局

●町田バスターミナル

消費生活センター
町田市民フォーラム３階
（サウスフロントタワー町田）

町田街道
八王子方面

●町田駅前郵便局

健康福祉会館

町田市民文学館

ことばらんど

版画美術館入口

●商工会議所



（２）　施設内容

○専用スペース 消費生活相談室、事務室、事業準備室（旧委員室）、テスト室、

展示・情報コーナー、協力団体のロッカーコーナー

○共用スペース ホール、視聴覚室、調理室、学習室、和室等

　　　（活動諸室）

○市民フォーラム３Ｆ、４Ｆ　配置図
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２　沿革

１９６９年　４月 衛生産業部商工課に消費者対策係を設置

１９７３年１２月 市立消費者センター設置について請願提出採択

１９７４年　１月 商工課内に消費者センター開設準備室を設置

１９７５年　４月 中町１－４－１市役所分室内に開所

１９７５年　５月 消費者センター開所式（式典記念講演）

講演会、消費者相談、図書資料の貸し出し開始

１９７５年　６月 消費者センターだより発行（月刊）

１９７６年１１月 第１回くらしを守る市民の集い開催

１９７８年　９月 家庭電器商組合と家電製品修理サービス協定

１９７９年１２月 第１学習室（定員50人収容）を増設

１９８４年１１月 消費者センター１０周年記念式典

１９８６年　７月 相談室を設置。月・土曜日を２名体制

電話３本の内２本を相談専用（722-0001）に変更

１９８９年　７月 消費者相談室・事務室を市役所森野分庁舎に移転

１９９１年　４月 組織改正に伴い課名を消費生活課に変更

１９９３年１０月 市役所分室駐車場を会場としてフリーマーケット事業開始

１９９５年　５月 消費者センター運営協議会、多年にわたり消費者活動に

貢献した功績に対し市より表彰される。

１９９５年　９月 老朽化した消費者センター第１学習室等、室内全面塗装実施

１９９５年１０月 消費者センター開設満２０年くらしを守る市民の集い開催

１９９６年　３月 市役所分室屋外全面改修塗装工事実施

１９９９年１１月 市民フォーラムに移転

組織改正に伴い課名を消費生活センターに変更

１９９９年１２月 市役所分室消費生活センター専用施設の閉所

２０００年　２月 消費生活センター移転記念事業実施

２０００年　４月 消費生活相談員非常勤の嘱託職員となる。

２００１年　４月 相談事業相模原市と相互利用開始

２００２年　１月 メコニス（相談検索システム）利用開始

２００４年　３月 相談情報入力システム導入

２００５年　４月 消費生活センター３０周年記念式典

２００８年　４月 組織改正に伴い市民協働推進課消費生活センターに変更

２００９年　４月 消費生活センターだよりＰＤＦ版発行開始（市ホームページ

からダウンロード）

２００９年　９月 消費者庁設置

消費者安全法の施行に伴い、町田市消費生活センターの設置

について告示

２０１０年　４月 多重債務問題への取組として、東京司法書士会町田支部及び

町田弁護士クラブとの連携事業開始

PIO-NET2010の導入及びメコニス・相談情報入力システムの廃止
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２０１２年　４月 地域主権戦略大綱により、家庭用品品質表示法、消費生活用

製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの

保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る権限が移譲

される。

２０１５年１０月 PIO-NET2015の導入及びPIO-NET2010廃止

２０１９年　４月 メール配信システム「くらしのヒント」配信開始

２０２０年　４月 ＬＩＮＥ「くらしのヒント」配信開始

２０２０年　４月 消費生活相談員が嘱託職員から会計年度任用職員へ移行

２０２０年１０月 PIO-NET2020の導入及びPIO-NET2015廃止
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３　組織

（２０２５年３月３１日現在）

職員の構成

消費生活センター所長　 係長（１名）、主任（１名）、主事（１名）

事務員（会計年度任用職員１名）

相談員（会計年度任用職員６名）

（２０２５年３月３１日現在）

４　事務分掌

（１）消費者対策の企画、調整及び推進に関すること。

（２）消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

（３）消費生活に係る資料の収集及び展示に関すること。

（４）消費者教育に関すること。

（５）消費生活に係る簡易なテストに関すること。

（６）計量器の検査に関すること。

（７）センターの管理運営に関すること。

（８）消費者団体の自主的活動の支援に関すること。

（９）家庭用品品質表示法に関すること。

（10）消費生活用製品安全法に関すること。

（11）電気用品安全法に関すること。

（12）ガス事業法に関すること。

（13）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。

（14）その他消費生活に関すること。
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市民部 市民総務課

市民課　町田駅前連絡所　木曽山崎連絡所　玉川学園連絡所

小山市民センター

市民協働推進課　男女平等推進センター　消費生活センター　　　　　　　　　　　

忠生市民センター

南市民センター

なるせ駅前市民センター

鶴川市民センター　鶴川駅前連絡所

堺市民センター



５　消費生活センターの概要

(１) 消費生活センターの運営方法

(２) 消費生活センター運営協議会の組織

○広報部

　センターの活動状況などを紹介する消費生活センターだより（月１回）の発行等

○学習企画部

　センターで実施する各種学習会に関する企画運営等

○テスト部

　テスト教室等の企画・運営等、生活物資などの簡易なテストの実施および援助

　町田市消費生活センターは、市民から募った運営委員により組織された運営協
議会と行政が協力してその運営にあたっています。
　運営協議会は、毎年市の募集に応じた熱意ある市内の消費者団体の代表者や個
人の自由参加によるボランティアの運営委員で構成されています。
　運営協議会は、広報部、学習企画部、テスト部の3部に分かれ、委員はいずれか
の部に属することとし、各部が活動の計画を立てて事業を実施する方法を採用し
ています。
　事業の様子や予告は、毎月1回発行の消費生活センターだよりやチラシでお知ら
せしています。
　さらに、町田市消費生活センターは、市内の各団体などの参加を得て1976年度
から毎年消費生活展を開催しており、運営協議会はその中で中心的な役割を担っ
ています。　
　かつては秋に開催しており、2009年度から2023年度までは7月に開催していまし
たが、2024年度は9月に開催しました。なお、2020年度は、新型コロナウイルス感
染拡大の影響を受けて止むを得ず中止しました。
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会長 副会長

広報部

学習企画部

テスト部



６　町田市消費生活行政体系

学習会・講演会

テスト教室

夏休み子ども教室

料理教室

家庭用品品質表示法、消費生活用製
品安全法、電気用品安全法、液化石
油ガスの保安の確保及び取引の適正
化に関する法律に基づく立入検査等

くらしのミニ情報
（消費生活センターだよりに掲載）

他機関発行のパンフレット等の配布

消費生活情報「くらしのヒント」
(メール配信・ＬＩＮＥ)

消費者団体の育成

情報及び教育の
機会の提供

出前学習会・消費者教育支援
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被害救済・自主
的、合理的な選
択の機会の確保

特定計量器定期検査の事前調査事務

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

消費者事故等の報告に関する事務

常設パネル展示・期間パネル展示

消費者教育

情報提供
消費者の
自立支援

消費生活相談

その他

消費生活展「まちだくらしフェア」

消費者からの苦情及び問い合わせに
対する助言・あっせん等

消費生活センターだよりの発行



７　消費生活相談

◎２０２４年度消費生活相談の概要◎

○　年間相談件数

　年間相談件数は、3,646件でした。
　2024年度は、土地・建物・設備に関する相談が多く寄せられました。
　年代としては、50歳台からの相談が最も多く701件となっています

○　商品・役務別相談件数

　最も多い相談は「土地・建物・設備」で511件、全体の14.0％を占めていま
す。
　第2位は「他の役務」の相談で353件、第3位は「商品一般」の相談で305件でし
た。

○　多重債務相談

　「多重債務」に関する相談は、96件でした。多重債務相談のうち、弁護士、司
法書士の団体と連携し、債務整理を目的に相談者を法律専門家につなぐ「多重債
務連携事業」を利用した件数は、59件でした。

○　販売購入形態別相談件数

　店舗購入以外の特殊販売に関する相談が1,809件あり、2023年度と比較して111
件減少しました。内容は「通信販売」に関する相談が多くありました。

○　年間解決件数及び金額（被害救済件数及び金額）

　センターでのあっせんや助言により、救済することができた件数及び金額（支
払わずに済んだ、又は返金された件数及び金額）は、292件で113,238,193円とな
りました。
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（１）相談体制

（２）年間相談受付件数

年度 件数 年度 件数

2024 3,646             2019 4,093             

2023 3,593             2018 4,287             

2022 3,638             2017 3,411             

2021 3,435             2016 3,286             

2020 3,709             2015 3,531             

　消費生活相談は、1975年に開設したセンター発足当時には、週2日でしたが、相談
件数の増加に伴い、1983年からは週5日としました。
　2000年度からは、月曜、火曜、金曜は3名体制で相談業務を行っていましたが、
2001年度から平日は3名以上で行っています。
　2007年9月から土曜日の電話相談受付を開始しました（2名体制）。また、2017年
度からは午前中の来所相談受付時間を正午まで延長しました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた2020年度から2023年5月初旬までは、
原則として電話での相談をお願いしました。

　2024年度は3,646件で、2023年度と比較して1.5%、53件増加しました。
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（３）商品役務別分類

①　対象別大分類

2023年度
2024年度

【商品】について前年度より何ポイント増減しているか
2023
2024
増減

今年度
全体の何％

※分類一覧

商品 商品関連役務 役務 その他

商品一般 クリーニング 役務一般 消費者運動

食料品 レンタル・リース・貸借 金融・保険サービス 家庭管理

住居品 工事・建築・加工 運輸・通信サービス 健康管理

光熱水品 修理・補修 教育サービス 相隣関係

被服品 管理・保管 教養・娯楽サービス 慣習・しきたり

保健衛生品 保健・福祉サービス 婚姻

教養娯楽品 他の役務 相続

車両・乗り物 内職・副業・ねずみ講 相談その他

土地・建物・設備 他の行政サービス

他の商品

　相談の対象を商品と役務（サービス）に分けてみると、「役務（サービス）」より
「商品」の相談件数が上回り、2024年度は総件数の56.4％が「商品」に関する相談で、
2023年度と比較して3.7ポイント減少しています。
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2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

商品 2,281 2,027 2,154 2,159 2,056

役務 1,735 1,318 1,407 1,354 1,509

その他 92 90 77 80 81

 -

 1,000

 2,000

 3,000

件数
対象別大分類（過去５年間の件数推移）



②商品役務別大分類

(４)商品役務別分類集計　上位２０項目

　2024年度は、「土地・建物・設備」の項目が一番多い相談でした。給湯機や屋根工事
などのいわゆる点検商法や、不動産賃貸借契約における退去時の原状回復に関する相談
が多く寄せられました。以下、「他の役務」、「商品一般」、「保健・福祉サービス」
と続き、全体としては、分電盤や給湯機の点検に関する相談、金融保険に関する相談等
が増加したことにより、2023年度と比較して相談件数が1.5％増加しました。
　近年では契約内容等が複雑なものが増えており、1件の相談に対応する時間が長くか
かる傾向があります。

上位5分類のうちで件数が多かった相談内容
●土地・建物・設備（屋根工事・外壁塗装等の住宅に関する工事や賃貸アパート・　
　マンションの契約等）
●他の役務（分電盤、給湯機等の点検）
●商品一般（覚えのないクレジットカードの請求、不審な宅配物・メール・電話等）
●保健・福祉サービス（脱毛サービスに関する事業者の倒産等）
●教養・娯楽サービス（オンラインゲーム、有料コンテンツの配信等）
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順位 商品・役務（サービス）名 2024年度 2023年度

1 土地・建物・設備 511 465
2 他の役務 353 279
3 商品一般 305 326
4 保健・福祉サービス 282 207
5 教養・娯楽サービス 270 315
6 運輸・通信サービス 258 246
7 金融・保険サービス 251 222
8 食料品 246 231
9 教養娯楽品 234 299
10 保健衛生品 220 290
11 住居品 185 180
12 被服品 181 178
13 レンタル・リース・貸借 161 141
14 工事・建築・加工 153 142
15 車両・乗り物 116 114
16 修理・補修 85 143
17 他の相談 81 80
18 光熱水品 53 74
19 内職・副業・ねずみ講 44 47
20 役務一般 21 14
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(５)相談内容別分類集計（件数は重複あり）

(６)販売購入形態別分類集計

631 565

訪問販売　※1 484 433

通信販売 1,160 1,322

マルチ・マルチまがい 17 19

電話勧誘販売 87 90

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞｵﾌﾟｼｮﾝ　※2 4 15

訪問購入 46 33

その他無店舗 11 8

小計 1,809 1,920

1,206 1,108

3,646 3,593
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　相談を内容別に分類したものです。1つの相談に複数の内容が含まれている場合があり
ますので、総相談件数と内容別件数総数は合致していません。相談が多かった内容は
「契約・解約」が82.2％、次に「販売方法」45.3%などです。

　相談を商品・サービスの販売方法
別に分類したものです。
　相談件数全体の49.6％を、店舗以
外の契約による特殊販売が占めてい
ます。特殊販売の中では通信販売の
割合が高く、インターネット等を介
した、通信販売の契約トラブルが多
い傾向にあります。全体的には店舗
購入の件数が増加し、通信販売とネ
ガティブオプションの件数が減少し
ています。

※1　キャッチセールス、ＳＦ商法
(催眠商法)、アポイントメントセー
ルスを含みます。
※2　送り付け商法

販売方法
2024
年度

2023
年度

店舗購入

特
殊
販
売

不明、無関係

計
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・
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・
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・
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包装

・
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施設

・

設備

買物

相談

生活

知識
その他

2023年度 101 584 34 163 2 78 1,789 2,956 187 3 5 33 2 20

2024年度 89 518 19 164 3 83 1,650 2,996 232 1 1 29 5 13
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ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞｵﾌﾟｼｮﾝ※2
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1.3%

その他無店舗

0.3%

不明、無関係

33.1%



(７)申出内容別分類集計

申出内容 2024年度 2023年度

苦情 3,392    3,352    

問合せ 254      240      

要望 -        1        

計 3,646    3,593    

(８)受付方法別分類集計

受付方法 2024年度 2023年度

来所 359      348      

電話 3,287    3,244    

文書 -        1        

計 3,646    3,593    

　相談の内容を申出の性質で分類したものです。
　消費生活上の被害を受けたり、被害を受ける恐れがある相談、または具体的な事実
関係・法律関係において不満があったり、現に消費者問題が発生している場合を「苦
情」と分類しています。
　被害等が発生しておらず、買物相談や生活知識等センターからの情報提供を求めら
れる相談の場合を「問合せ」としています。また個別問題の相談ではなく、法的規制
の強化を求める等の内容は、「要望」となります。
　2024年度は「苦情」の割合が93.0％で、2023年度と比較して0.3ポイント減少しまし
た。

　相談を最初に受けた方法別に分類したものです。全体の90.2％が電話による相談で
すが、相談内容により後日来所していただくこともあります。2023年度と比較する
と、電話による相談件数は増加していますが、割合では0.1ポイント減少しています。
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（９）相談者性別集計

　相談者の性別割合は、女性の方が多く全体の55.４％になります。

相談者性別等 2024年度 2023年度

男性 1,535    1,482    

女性 2,021    2,021    

団体,法人等 89       90       

不明 1        -        

計 3,646    3,593    

(１０)契約者性別集計

契約者性別等 2024年度 2023年度

男性 1,542    1,520    

女性 1,820    1,795    

団体,法人等 73       76       

不明 211      202      

計 3,646    3,593    

(１１)相談者年齢別集計

相談者年齢 2024年度 2023年度

１０歳台以下 23       45       

２０歳台 294      267      

３０歳台 288      263      

４０歳台 493      465      

５０歳台 701      667      

６０歳台 510      566      

７０歳台 573      637      

８０歳台 384      332      

９０歳台以上 42       24       

不明 249      298      

団体 89       29       

計 3,646    3,593    

　契約者の性別割合は、女性の方が多く全体の約49.9%になります。

　相談者の年齢別割合は、50歳台、70歳台が多く、60歳台、40歳台と続きます。
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(１２）契約者年齢別集計

　契約者の年齢別割合は、50歳台、70歳台が多く、不明、80歳台と続きます。

契約者年齢 2024年度 2023年度

１０歳台以下 66      97      

２０歳台 316     285     

３０歳台 276     242     

４０歳台 398     389     

５０歳台 533     542     

６０歳台 428     491     

７０歳台 532     588     

８０歳台 455     360     

９０歳台 86      50      

不明 467     541     

団体 89      8       

計 3,646   3,593   

(１３)相談者職業別集計

相談者職業 2024年度 2023年度

給与生活者 1,396   1,342   

自営・自由業 185     242     

家事従事者 632     642     

学生 103     107     

無職 942     939     

団体等 89      90      

不明 299     231     

計 3,646   3,593   

 (１４)契約者職業別集計

契約者職業 2024年度 2023年度

給与生活者 1,176   1,179   

自営・自由業 167     221     

家事従事者 534     510     

学生 157     164     

無職 1,017   996     

団体等 72      76      

不明 523     447     

計 3,646   3,593   
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(１５)相模原市との連携事業

利用実績（電話相談も含む）

町田市民が相模原市へ相談

相模原市民が町田市へ相談

(１６)多重債務相談

多重債務相談 96 77

（うち多重債債務連携事業利用数） （ 59 ） （ 45 ）

(１７)年間解決件数・金額

あっせん解決

未然防止

合計

30 21

　2010年4月から債務整理を目的に相談者と法律専門家をつなぐ「多重債務連携事業」
を実施しています。2024年度の多重債務に関する相談のうち、「多重債務連携事業」
を利用した割合は、61.5%でした。

２０２４年度 ２０２３年度

　隣接する相模原市とは、2001年度から消費生活相談窓口の相互利用（来所相談の受
付）を行っています。
　2024年度は、町田市民が相模原市に相談した件数は減少し、町田市が受けた相模原
市民の相談件数は増加しています。

２０２４年度 ２０２３年度

18 22

　センターでのあっせんや助言により、救済することができた件数及び金額の集計で
す。あっせん解決はあっせんにより返金されたもの（クーリング・オフによる解約を
含む）を指し、未然防止は助言により支払わずに済んだもの（不当請求を含む）を指
します。
　2024年度は、2023年度と比較して全体の件数は減少しましたが、金額は増加しまし
た。

件数 金額（円） 件数 金額（円）

２０２４年度 ２０２３年度

292 113,238,193 315 60,195,010
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282 88,473,993 294 53,987,920

10 24,764,200 21 6,207,090



８　消費生活学習会等実施状況

（１）学習会

回 開催月日 学習テーマ
講師名（敬称略）
職名または所属団体

参加
人数

1 4月19日
PFASによる汚染を知る～海
産物からも検出～

植田　武智
食の安全・監視市民委員会運営
委員

33

2 5月17日
金融商品の基礎知識とトラ
ブル防止事例

石村　衛
東京都金融広報委員会金融広報
アドバイザー

33

3 6月7日
肉や卵をどう選んでいます
か？～畜産動物の飼育環境
を知ろう～

新津　尚子
幸せ経済社会研究所（有限会社
イーズ）研究員、武蔵野大学非
常勤講師

24

4 6月17日
健康食品の実態と賢い付き
合い方

梅垣　敬三
一般社団法人　日本食品安全協
会　副理事長

21

5 9月4日
町田市防災アンバサダー・
ずぼらままの防災術

コウダミキ（ずぼらまま）
町田市防災アンバサダー
防災士

21

6 9月28日

まちだくらしフェア2024
ホール講演会
「漫才」と「コント」で
笑って学ぼう！消費者問題

キラーコンテンツ
出前寄席ユニットアクトリー
明治大学落語研究会

55

7 10月11日
インターネット上の脅威と
対策

伊藤　吉史
独立行政法人　情報処理推進機
構　セキュリティセンター　普
及啓発・振興部　エキスパート

35

8 10月28日 私流の葬送を考える
中村　裕二
特定非営利活動法人　葬送の自
由をすすめる会　弁護士

32

9 11月18日 その生命保険本当に必要?

竹下　さくら
ファイナンシャルプランナー・
千葉商科大学大学院（会計ファ
イナンス研究科、ＭＢＡ課程）
客員教授

27

10 12月6日
パーソナルカラー診断～似
合う色を見付けて上手な買
い物を～

一般財団法人　パーソナルデザ
イン協会 22

　消費者問題に関する身近なテーマを取り上げ、日常生活に役立てていただく目的
で学習会を開催しました。

21

　消費生活センターでは、消費者教育の充実のため、運営協議会を中心に「学習
会」「テスト教室・料理教室」などの講座を企画・開催しています。2024年度はあ
わせて27回開催し、669人が参加しました。
　また、出前学習会や「センターだより」の発行など、よりよい消費生活や消費者
被害防止のための啓発を行っています。



回 開催月日 学習テーマ
講師名（敬称略）

職名または所属団体
参加
人数

11 1月18日

講演会
南極調理師から提案～無理
せず楽しく減らそう食品ロ
ス～

渡貫　淳子
第57次南極地域観測隊調理隊
員　調理師

101

12 2月21日

シューフィッターに学ぶ大
人と子どもの足に合った靴
選び！～自分の足のサイズ
を知ろう～

木村　克敏
一般社団法人 足と靴と健康
協議会　事務局長

35

13 3月14日
古くからの隣人ミツバチと
その仲間を知る

原野　健一
玉川大学学術研究所ミツバチ
科学研究センター教授

37

（２）テスト教室・料理教室
　簡易な実験や料理実習等を通じて、日々のくらしに役立つ情報を提供しました。

回 開催月日 学習テーマ
講師名（敬称略）

職名または所属団体
参加
人数

1 4月18日
気になる塩分測ってみよう
～我が家の味噌汁どのくら
い？～

福岡　ひとみ
コンシューマー技術教育研究
会

11

2 5月22日
食中毒を考慮したお弁当作
り～基本をおさえて暑い季
節も栄養弁当を～

中山　麻里
町田地域活動栄養士会 12

3 6月21日
ハーバルライフを楽しもう
～植物の力を使って健康に
過ごしましょう！～

岡崎　由美子
日本メディカルハーブ協会認
定ホリスティックハーバルプ
ラクティショナー

15

4 10月17日
米粉のロールケーキを作ろ
う～手作り人参ジャムを巻
いて～

峯岸　照子
クッキングスペースアミュー
ズ主宰

21

5 11月11日
住まいの掃除～環境に配慮
した洗剤を使って水回りの
掃除～

町田友の会　住グループ 13

6 12月13日
自然の恵　発酵食品で毎日
を健康でおいしく！米糀調
味料を試してみよう

佐藤　綾子
町田地域活動栄養士会 15

7 1月28日
国産大豆でみそを手作りし
よう！

福岡　ひとみ
コンシューマー技術教育研究
会

12

8 2月7日
国産大豆でみそを手作りし
よう！

福岡　ひとみ
コンシューマー技術教育研究
会

12

9 3月5日
巾着を玉ねぎの皮で染めよ
う！

斎藤　多佳子
町田市消費生活センター運営
委員

11

22



（３）子ども向け教室

回 開催月日 学習テーマ
講師名（敬称略）
職名または所属団体

参加
人数

1 7月24日
夏休み子どもテスト教室
おやつの甘さを調べてみよ
う！

福岡　ひとみ
コンシューマー技術教育研究
会

15

2 7月27日

夏休み親子で学ぶ金銭教育
父（祖父）と子のクッキン
グ
餃子の皮でつくるピザ

東都生協ライフプランアドバ
イザー 22

3 8月2日
夏休み親子料理教室
親子で作る手打ちうどん
～牛乳と薄力粉を使って～

福岡　ひとみ
コンシューマー技術教育研究
会

16

4 8月8日

夏休み子ども教室
経済ゲーム
～レストランのオーナーに
なってみよう～

東都生協ライフプランアドバ
イザー 10

5 8月22日
夏休み子ども実習教室
パッククッキングでカレー
ライスを作ろう！

福岡　ひとみ
コンシューマー技術教育研究
会

8

　夏休み期間に、小学生を対象とした講座を実施しました。実験や実習、ゲームな
どで楽しく学びながら、消費者市民として必要な知識を習得することを目標にテー
マを選定しています。
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（４）他団体主催イベントへの参加

場所

24

2月1日～
2日

まちだ男女平等
フェスティバル

町田市民
フォーラム

運営協議会による「おしるこ喫茶」を
2月1日に行い、用意した60食分をすべ
て提供しました。おから白玉だんごを
使うことにより、食品ロス削減に関す
る啓発も行いました。

3月1日
まちだＥＣＯｔｏ
フェスタ２０２５

町田市庁舎

「生きものとつながって地球にECO to
（いーこと）しよっ！」というイベン
トテーマに則り、市内の平飼いの養鶏
場等を取材して作成したパネルを展示
するなどして、畜産動物のアニマル
ウェルフェアに関する啓発を行いまし
た。

参加イベント

1月13日
二十祭まちだ

２０２５
町田市立総合
体育館

２０歳前後の方に多い副業、定期購入
に関する注意喚起を、冊子やグッズな
どを配付しながら行いました。

開催月日 内容



（５）消費生活出前学習会

回 人数

1 20

2 21

3 263

4 15

5 115

6 35

7 115

8 5

9 17

10 11

25

　増加する若年者・高齢者被害の未然防止を図ることを目的として出前学習会を実
施しました。講師は、消費生活相談員です。

申込団体 テーマ

5月21日
町田市訪問介護事業者協議
会

高齢者が気を付けなければな
らない訪問販売、電話勧誘販
売について
クーリングオフ期間について
の理解と注意点
通信販売の落とし穴について

開催月日

7月2日
小規模多機能ホーム秋田高
城

高齢者が注意すべき消費トラ
ブルについて、及び未然防止
策

7月12日 町田市立小山中学校 悪質商法被害防止教室

9月17日
ウェルビー町田市役所前セ
ンター

悪徳商法、インターネットト
ラブルについて

10月4日 玉川大学農学部 若者を狙う消費者トラブル

10月16日
町田第一高齢者支援セン
ター

悪質な訪問販売に関する勉強
会

10月18日 玉川大学農学部 若者を狙う消費者トラブル

2月14日 町田ハイツ壱番館自治会
高齢者に多い消費トラブルと
対応策

12月4日
サウスフロンテージ町田参
宮橋管理組合たすけあいサ
ポーター

高齢者に多い消費トラブルと
対応策

1月17日 リズム体操コスモス
高齢者が注意すべき消費トラ
ブルについて、及び未然防止
策

ご参加いただいた方からは

「消費生活について身近に感じることができた。」

「事例を挙げながら説明していただいたのでわかりやすかった。」

等の感想をいただきました。



（６）消費生活センターだよりの発行

発行時期 部数 掲載内容

毎月１日 4,600
日頃気になる消費者
問題、消費者相談事
例等

（７）「くらしのヒント」メール・LINE配信（啓発）

№ 配信日

1 4月19日

2 5月14日

3 6月11日

4 8月7日

5 8月27日

6 8月30日

7 9月6日

8 1月17日

9 1月23日

10 2月1日

11 2月14日

配信テーマ

給湯器の点検について

SNSを介した副業トラブル

サウナ浴での事故に注意～体調に合わせて無理せず安全に～

分電盤の点検について

26

配布先

各公共施設のほか、小中学
校、消費者団体、町内会・
自治会等

　消費生活センターだよりを毎月発行し、2025年3月で第596号となりました。各公共施
設のほか、小中学校、消費者団体、配布希望の町内会・自治会等に配布しました。
　町田市のホームページからＰＤＦ形式でダウンロードできます。

　2019年度からメール配信、2020年度からLINE配信を開始しました。消費生活相談で寄
せられた相談事例やイベントの情報等を配信しています。

発行物

消費生活セン
ターだより

オンライン診療について

特別相談「多重債務110番」を実施します

特別相談「高齢者被害特別相談」を実施します

災害に備えましょう～阪神淡路大震災から３０年

最近の相談事例から　分電盤の点検について

恵方巻は食べられる分だけ～食品ロスを削減しましょう

不用品の回収について



９　第４８回町田市消費生活展「まちだくらしフェア２０２４」

　テーマ：見つけよう！明日を変えるくらしのヒント

　日　時：２０２４年９月２７日（金）・２８日（土）　１０：００～１６：００

　場　所：町田市民フォーラム３階・４階

　主　催：まちだくらしフェア２０２４実行委員会・町田市

　来場者数：９８４人

　参加団体：１８団体

（１）参加団体とテーマ

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
町田市食育ボランティア
（町田市保健予防課）

まちだすいとんの提供

ＦＰ-Ｏｎｅ’s　Ｌｉｆｅ　
Ｎａｖｉ

ファイナンシャルプランナー無料相談室

27

社会福祉法人コメット
原町田スクエア小麦の家

小麦の家（パン販売）
わくわくひょうたんワークショップ

新日本婦人の会町田支部 コンビニの成人誌調査から

ＮＰＯ法人　太陽の村 輪投げ大会

多摩南生活クラブ生協まち
町田中央

納豆の違いは大豆から！？

町田市消費生活センター運
営協議会

食料自給率を上げるのは私たち消費者！

　まちだくらしフェア（旧名称：くらしを守る市民の集い）は1976年から開催し
てきた町田市の消費生活展です。2023年度までは7月に開催していましたが、猛暑
を避けるため、2024年度は9月下旬に開催いたしました。

団体名 テーマ

コープみらい地域クラブま
ちだ平和

原発に頼らないエネルギーを！

おもちゃ病院まちだ 壊れたおもちゃ治します

片づけ＆リユースショップ
はちどり（企業組合ワー
カーズ・コレクティブ「轍
あい」共に働く事業所）

人と環境にやさしいお片づけ

関東電気保安協会 電気の安全な使用方法と省エネについて



№

12

13

14

15

16

17

（２）主なイベント内容

№ カテゴリー

1 おもちゃ病院

2 講演会

3 講演会

4 講演会

5 講演会

6 その他

7 その他

8 その他

9 その他

10 その他

11 その他

12 その他

藍染を楽しもう！
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３Ｒかるた大会

「漫才」と「コント」で笑って学ぼう！消費者問題

親子で遊ぼう音楽広場

家計簿で暮らしが変わる！スッキリする！～物価高　乗り
切るポイントをお伝えします～

セミナー　新ＮＩＳＡ「資産運用　脱初心者編」

セミナー　ＦＰから見た「金融詐欺・災害・震災」対策

わくわくひょうたんワークショップ

イベント名

壊れたおもちゃ治します

相続セミナー

実践！家族で学ぶスポーツ栄養

新ＮＩＳＡ「資産運用　初級者編」

町田市消費生活センター
おいしい話にご用心
～その契約は大丈夫？～

町田友の会 くらしのヒント

町田弁護士クラブ かかりつけ弁護士のすすめ

桃の木工房 いのちと平和を考える

団体名 テーマ

町田地域活動栄養士会 朝食に野菜を🍅🥒🍆🥬

町田市環境政策課 見つけよう　あなたにできる　３Ｒ



№ カテゴリー

13 その他

14 その他

15 その他

16 その他

17 その他

18 その他

19 その他

20 その他

21 その他

22 その他

23 その他

24 その他

25 その他

26 その他

27 その他

イベント名

輪投げ大会

ドライカレーランチ販売

手作り品や乾物の販売

パン・焼菓子販売

ファイナンシャルプランナー無料相談室

折り紙コーナー
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セミナー　小学生が資産運用を始めたら

調味料、菓子、ジュース、せっけん販売

シネマでトーク「ザ・ユナイテッド・ステイツvs.ビ
リー・ホリデイ」

紙芝居と絵本の読み語り～いのちと平和を考える～大人も
子どももどうぞ！

美術作品展示

まちだの新鮮野菜販売

くらしを守る計量制度

まちだの地域の味「まちだすいとん」を味わおう！

キッズコーナー



１０　家庭用品品質表示法に基づく立入検査

２０２４年度実績

3 0

品目

繊維製品

合成樹脂加工品

電気機械器具

雑貨工業品

１１　製品安全４法に基づく立入検査

２０２４年度実績

消費生活用製品
（特定製品） 2 6

消費生活用製品
（特定保守製品） 0 -

電気用品 3 10

ガス用品 1 2

液化石油ガス器具等 0 -

1 0

　この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護す
ることを目的としています。消費生活センターでは、この法律に基づき、立入検査を行い
ました。

立入検査をした販売事業者数 うち違反販売事業者数

検査品目数 うち違反機種数

3 0

3 0

3 0

　一般消費者が使用する製品のうち安全性の確保が求められる製品について、製品安全４
法（消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律）に基づき、国がその製品を指定し、危害の発生を防ぐため
に必要な技術基準を定めています。
　また、特に安全性の確保が求められる製品については、さらに国に登録された検査機関
での検査が義務付けられています。いずれの製品も、販売するに当たっては上記の基準・
検査に適合し、国の定めた表示をする必要があります。
　消費生活センターでは、これらの法律に基づき、立入検査を行いました。

立入検査をした販売事業者数 検査機種数

うち違反販売事業者数 うち違反機種数

0 0

0 -

0 0

0 0

0 -
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１２　特定計量器定期検査事前調査

　計量法第19条の規定により、東京都が特定計量器の定期検査を実施する場合は、
同法第22条の規定により、当該定期検査の対象となる特定計量器の数を事前に調査
し、都知事に報告することとなっています。
　消費生活センターでは、2025年2月から事前調査を行い、697の事業者について報
告しました。

31



１３　消費者事故報告
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　消費者安全法第12条の規定により、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは
直ちに消費者庁に報告することとなっています。また、重大事故等以外の消費者事
故等が発生した旨の情報を得た場合は、類似の消費者事故等が発生するおそれがあ
ると認めるときに消費者庁に報告することとなっています。
　消費生活センターでは、これらの報告を行っています。
　2024年度は、重大事故等で報告を要する案件はありませんでした。



33

資　　　料

（　条例・規則等　）



町田市消費生活センター条例
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平成11年9月30日
条例第29号

市民部市民協働推進課
改正　平成20年3月31日条例第8号

平成29年3月31日条例第5号

（設置）
第１条　消費者の利益を守り、消費生活に係る必要な知識の普及及び情報提供を行
い、並びに自主的活動を促進するため、消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以
下「法」という。）第１０条の２第１項第１号に規定する消費生活センターとして、
町田市消費生活センター（以下「消費生活センター」という。）を設置する。
（平２９条例５・一部改正）
（名称及び位置）
第２条　消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称　町田市消費生活センター
位置　町田市原町田四丁目９番８号
（平２９条例５・全改）
（事業）
第３条　消費生活センターは、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事
業を行う。
（１）　法第８条第２項各号に掲げる事務に関すること。
（２）　消費者教育に関すること。
（３）　消費者団体の自主的活動の支援に関すること。
（４）　前３号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
（平２９条例５・一部改正）
（消費生活相談の実施）
第４条　法第１０条の３第２項に規定する消費生活相談（以下「消費生活相談」とい
う。）を実施しない日は、次に掲げる日とする。
（１）　日曜日
（２）　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
（３）　１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日
２　消費生活相談を実施する時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４
時までとする。
３　前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これらを変更すること
ができる。
（平２９条例５・追加）
（施設）
第５条　消費生活センターには、次に掲げる施設を設ける。
（１）　消費生活相談室
（２）　テスト室
（３）　事業準備室
（４）　ロッカーコーナー
（５）　展示・情報コーナー
（平２０条例８・一部改正、平２９条例５・旧第４条繰下）
（職員）
第６条　消費生活センターに所長、消費生活相談員（法に定める消費生活相談員をい
う。以下この条において同じ。）その他必要な職員を置く。
２　消費生活相談員は、消費生活相談に従事する。



35

３　消費生活相談員は、法第１０条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試験に
合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成２６
年法律第７１号）附則第３条の規定により合格した者とみなされた者を含む。）とす
る。
４　市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措
置を講ずるものとする。
５　市長は、消費生活相談員の任期ごとに客観的な能力の実証を行うものとする。
６　市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を修得して
いることに十分配慮し、前項に規定する能力の実証の結果、当該消費生活相談員が適
任であると認めるときは、当該消費生活相談員を再任することができる。
７　市長は、第１項に規定する職員で法第８条第２項各号に掲げる事務に従事するも
のに対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
（平２９条例５・旧第５条繰下・一部改正）
（情報の安全管理）
第７条　市長は、法第８条第２項各号に掲げる事務について得られた情報の漏えい、
滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるもの
とする。
（平２９条例５・追加）
（委任）
第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、町田市規則で定める。
（平２９条例５・旧第６条繰下）
附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成１１年１２月６日から施行する。
（町田市消費者センター条例の廃止）
２　町田市消費者センター条例（昭和５０年７月町田市条例第３３号）は、廃止す
る。
附　則（平成２０年３月３１日条例第８号）
この条例は、平成２０年４月１日から施行する。
附　則（平成２９年３月３１日条例第５号）
この条例は、公布の日から施行する。



町田市消費生活センター条例施行規則
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平成11年11月5日
規則第63号

市民部市民協働推進課

(趣旨)
第1条　この規則は、町田市消費生活センター条例(平成11年9月町田市条例第29号)の
施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条　市長は、町田市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の運営
を効率的に遂行するため、市民の自主的な組織である町田市消費生活センター運営協
議会と協力して行うものとする。
(休所日)
第3条　消費生活センターの施設のうち展示・情報コーナーの休所日は、次に掲げると
おりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休所日を変更し、又は臨時に休所
日を定めることができる。
(1)　毎月第3水曜日
(2)　1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(開所時間)
第4条　消費生活センターの施設のうち展示・情報コーナーの開所時間は、午前9時か
ら午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間を変更するこ
とができる。
(補則)
第5条　この規則に定めるもののほか、消費生活センターの管理運営に関し必要な事項
は、別に定める。
附　則
(施行期日)
1　この規則は、平成11年12月6日から施行する。
(町田市消費者センター条例施行規則の廃止)
2　町田市消費者センター条例施行規則(昭和50年7月町田市規則第22号)は、廃止す
る。



町田市消費生活センター運営協議会規則

１　名称
　この会は、町田市消費生活センター運営協議会（以下「協議会」という。）と称す
る。
２　目的
　協議会は、町田市消費生活センター条例第１条により設置された町田市消費生活セ
ンター（以下「消費生活センター」という。）を円滑かつ効果的に運営するため審議
し、遂行することを目的とする。
３　業務
　１　協議会の審議運営事項は、次のとおりとする。
　（１） 消費生活センターだよりの編集発行等広報に関すること。
　（２） 消費生活に係る学習、資料の収集および展示に関すること。
　（３） 生活物資の簡易なテストに関すること。
　（４） その他、目的達成のために必要な事項。
２　上記の運営事項については、協議会と行政が協働して行う。
４　組織
　協議会は、町田市内に住所または勤務地を有する者で、次に掲げる者をもって組織
する。
　（１） 市内の消費生活団体の推薦する者。
　（２） 消費者活動に意欲のある者。
５　任期
　任期は、委員となった日からその年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）の末
日までとし、再任を妨げない。
６　報酬
　１　委員の報酬は、無給とする。
　２　必要な旅費は、実費弁償することができる。
　３　事業あるいは会議に出席した実績のある月について、事業の遂行に係る活動費
５００円を支払うことができる。
７　協議会の役員
　１　協議会に次の役員をおく。
　　　　　会長　　　　１名　　　　副会長　　　　２名
　　　　　会計　　　　２名　　　　会計監査　　　２名
　２　会長は、協議会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは
代行する。
　３　会長、副会長は、補助金についての予算書・決算書・事業計画書、事業報告書
案等の作成を担当する。
　　４　会計は、協議会の会計を処理し、会計監査は、協議会の会計監査を行う。
　　５　役員は、委員の互選により定める。
８　部会
　１　業務を効率的に行うために、次の部会をおく。
　（１）広報部　　　消費生活センターだよりの発行等。
　（２）学習企画部　各種学習会などに関する企画運営等。
　（３）テスト部　　簡易テスト等の実施および援助。
　２　前項の規定に関わらず、人数の多寡によって部会の数を増減することができ
る。この場合の部会名称及び役割は、協議会で審議決定する。
３　部会役員
部会には、部員の互選により部長、副部長をおく。
４　次の事業は、目的達成のため委員全員で対応する。
　（１）消費生活センターの業務を市民に広く浸透させるために消費生活展、学習
会、簡易テスト等の活動を出向いて行う事業。
　（２）資料の収集、調査、展示等。
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９　会議の招集
　１　定例会は、毎月１回とし、その他必要のつど会長が召集する。
　２　部会は、必要のつど部長が召集する。
１０　意見の聴取
　　　協議会は、必要に応じて、学識経験者その他関係者から意見を聞くことができ
る。
１１　その他
　　　この規約に定めるもののほか、必要な事項は、協議会で審議決定するものとす
る。
　　
附　則
この規約は、１９７５年（昭和５０年）　４月１７日から施行する。
　　　　　　１９７７年（昭和５２年）　４月一部改正
　　　　　　１９８０年（昭和５５年）　２月一部改正
　　　　　　１９８６年（昭和６１年）　３月一部改正
　　　　　　１９９１年（平成　３年）１２月一部改正
　　　　　　１９９４年（平成　６年）　３月一部改正
　　　　　　１９９５年（平成　７年）　４月一部改正
　　　　　　２０００年（平成１２年）　４月一部改正
　　　　　　２００７年（平成１９年）　４月一部改正
　　　　　　２０１１年（平成２３年）　４月一部改正
　　　　　　２０１２年（平成２４年）　４月一部改正
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